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第１回第１０採択地区協議会 議事録 

開催年月日 令和６年４月２３日（火） 

開催場所 三芳町役場３階３０１会議室 

開催時間 １４：００ ～ １４：３５ 

教育委員会 出 席 者 

富士見市 
山口 武士 教育長 宮 陽一 教育長職務代理者 

深井美千代 教育委員 横田豊三郎 教育委員 深野はるみ 教育委員 

ふじみ野市 

朝倉 孝  教育長 冨田信太郎 教育長職務代理者 

茂井万里絵 教育委員 

（所用により欠席） 
西山 幸吉 教育委員 𠮷野 榮 教育委員 

三芳町 
古川 慶子 教育長 池上 善一 教育長職務代理者 

細谷 雄司 教育委員 島田 喜昭 教育委員 多胡 晴子 教育委員 

 事 務 局 

 学校教育課長         石川 聖徳 

指導主事           利根川 陽子 

第１回第１０採択地区

協議会 

 

 

 

１ 開 会 

 

 

 

 

２ あいさつ 

 

 

 

 

（司会） 

ふじみ野市教育委員会 副参事兼学校教育課長 石川聖徳 

（出席者）上記 

 

（司会） 

皆様、こんにちは。ただ今より、第１回第１０採択地区協議会を開催し

ます。私は、会長が決まるまでの間、司会を務めさせていただきますふじ

み野市教育委員会 副参事兼学校教育課長 石川聖徳と申します。どうぞ

よろしくお願い申し上げます。 

 

（司会） 

はじめに、ふじみ野市教育委員会教育長 朝倉 孝 が、ごあいさつ申

し上げます。 

（ふじみ野市教育委員会 朝倉 孝 教育長） 

皆様、こんにちは。本日は大変お忙しい中、第１回第１０採択地区

協議会にお集まりいただき、誠にありがとうございます。この採択協

議会ですが、これから中学校の教科書の採択に向けて、委員の皆様の

様々なご経験あるいは知識を生かしていただいて、この地区の子供た

ちにとって最適な教科書を選ぶ大変重要な協議会でございます。ぜひ

皆様方の慎重な審議をいただきながら、この会議を進めてまいりたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

この採択協議会ですが、教科書の無償給与という法律に基づいてこ

の会議が持たれております。実は、この教科書の無償制度は、私が小
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学校に入った年から始まりました。私が今でも覚えているのが、校長

先生が教科書を子供たちに渡すときに「これはただではないのです。

国が皆さんのお父さんやお母さんの願いを込めて、みんなが立派な人

間に育ってくれるようにという願いを込めて、国から皆さんにお預け

するものであり、ただだということを努努（ゆめゆめ）思わないでほ

しい。皆さんのお父さんやお母さんの願いがこもったものなので

す。」とおっしゃっていたことです。それが延々と続いてきて今現在

に至っているわけですけれども、この採択協議会は、多くの子供たち

を持つ親、そして国の子供たちへの願いを込めた教科書を選ぶという

大変重要な会議でございます。ぜひ、皆様方の慎重審議を持ちまし

て、２市１町の子供たちに最適な教科書を選んでいきたいと思います

ので、よろしくどうぞお願いいたします。 

大変僭越でございますが、本市が今年度も教科書採択の事務局とな

っておりますので、委員長を選ぶ前でございますが、ご挨拶をさせて

いただきました。今後ともどうぞ、よろしくお願いいたします。 

３ 第１０採択地区協

議会委員名簿について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４協議 

（１）協議１ 

 第１０採択地区協

議会要綱について 

 

 

 

 

 

（司会） 

次に、第１０採択地区協議会委員につきまして、ご紹介させていただき

ます。 

富士見市教育委員会教育長 山口武士様 

同じく教育長職務代理者 宮陽一様 

同じく教育委員 深井美千代様 

同じく教育委員 横田豊三郎様 

同じく教育委員 深野はるみ様 

ふじみ野市教育委員会教育長 朝倉孝様 

 同じく教育長職務代理者 冨田信太郎様  

 同じく教育委員 茂井万里絵様 本日は欠席でございます。 

 同じく教育委員 西山幸吉様 

 同じく教育委員 𠮷野榮様 

 三芳町教育委員会 教育長 古川慶子様 

 同じく教育長職務代理者）池上善一様 

 同じく教育委員 細谷雄司様 

 同じく教育委員 島田喜昭様 

同じく教育委員 多胡晴子様 

以上でございます。 

 

 

（司会） 

それでは協議に入らせていただきます。 

協議１ 第１０採択地区協議会要綱について、事務局より提案をお願い

します。 

 

（事務局） 

資料３ページをご覧ください。第１０採択地区協議会要綱（案）でござ

います。 

 昨年度の採択地区協議会要綱と変わった点はございませんので、本書の
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（２）協議２ 

  第１０採択地区協

議会正副会長の選出

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通り提案いたします。 

 

（司会） 

ただいま、事務局から説明がありましたが、ご意見等はございますでし

ょうか。 

 

（委員） （意見等なし） 

 

（司会） 

よろしいでしょうか。 

 

（委員） （全員承認） 

 

（司会） 

ありがとうございます。それでは、要綱及び附則について承認をされま

した。これで、「第１０採択地区協議会要綱」は、提案通りに承認をされ

ました。ありがとうございます。 

資料の第１０採択地区協議会要綱について、案の字を消してください。 

 

 

（司会） 

続きまして、協議２ 会長・副会長の選出を行います。選出方法につき

まして、事務局よりご説明いたします。 

 

（事務局） 

要綱第５条で、会長及び副会長につきましては、互選となっております

が、委員の皆様から提案はございますか。 

 

（委員） （提案なし） 

 

（事務局） 

なければ、事務局案としまして、会長にふじみ野市教育委員会 朝倉 

孝（あさくら たかし） 教育長、副会長に富士見市教育委員会 山口 

武士 （やまぐち たけし）教育長を提案いたします。以上でございま

す。 

 

（司会） 

ただいまの事務局案でよろしいでしょうか。 

 

（委員） （全員承認） 

 

（司会） 

それでは、委員総員によりご承認いただきましたので、今後の進行

は、朝倉会長に議長を、山口副会長に副議長をお願いいたします。そ

れでは、よろしくお願いいたします。 
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（３）協議３ 

第１０採択地区協議会

の公開・非公開について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（会長） 

改めまして、会長及び議長を務めさせていただきます、ふじみ野市教育

委員会教育長 朝倉 孝 でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

今回の第１回第１０採択地区協議会につきましては、令和７年度から使

用するすべての中学校用教科用図書について新たに採択を行うことについ

て、協議会としての決め事を定める会議でございます。 

会議を円滑に進めていくため、皆様方のご協力をよろしくお願いいたし

ます。甚だ簡単ではございますが、あいさつとさせていただきます。 

 

（副会長） 

副議長となりました富士見市教育委員会教育長の山口 武士でございま

す。議長を助けながら教科書の選定に尽力してまいりたいと思いますの

で、皆様方のご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

（議長） 

それでは協議を続けさせていただきます。 

協議３ 第１０採択地区協議会の公開・非公開について確認いたし

ます。要綱の第１０条の協議会の公開について、「協議会は、公開と

する。」と書かれております。協議会は原則「公開」となりますが、

確認したいと思います。 

この件について、事務局からの提案をお願いいたします。 

 

（事務局） 

教科書をめぐる様々な課題がある中で、今後の教科用図書採択で

は、今まで以上の公正・公平性、透明性が求められます。埼玉県教育

委員会が作成したリーフレットやガイドラインでは積極的に協議会を

公開するよう示してあるという理由から、今回の協議会では、更なる

公正性、透明性を高めるため、全て公開とすることを提案いたしま

す。 

 

（議長） 

 ただいま事務局から、今回の第１０採択地区協議会につきまして

は、全て公開とするとの提案がございました。ご意見はございます

か。 

 

（委員） （意見なし） 

 

（議長） 

よろしいでしょうか。それでは、決をとります。協議３ 第１０採択

地区協議会の公開・非公開については、原案のとおり、決定してよろし

いでしょうか。賛成の方は挙手をお願いいたします。 
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（４）協議４ 

  第１０採択地区専

門員・事務担当者の

委嘱について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（委員） （全員挙手） 

 

（議長) 

賛成総員と認め、原案の通り承認されましたので、案の字を消してくだ

さい。 

 

 

（議長） 

それでは協議４について、事務局より提案をお願いします。 

 

（事務局）  

資料の８ページをご覧ください。協議４ 第１０採択地区専門員・

事務担当者の委嘱につきまして、中学校用教科書の研究につきまして

各市町から専門員を推薦していただきます。 

また、専門員長として校長先生または教頭先生に入っていただいて

おります。そして、円滑な調査研究ができるように連絡調整役が必要

なため、指導主事を教科ごとに事務担当者として配置することを提案

いたします。また、各市町から推薦していただいた専門員につきまし

ては会長の承認をもって委嘱とすることを併せて提案いたします。以

上です。 

 

（議長） 

 事務局から説明がございましたが、各市町からの推薦に基づいて、専門

員等も割り振られているとのことでございます。又、専門員長に管理職が

入っており、代表者を担っております。さらに、指導主事が事務担当者と

して配置されております。以上の点を鑑みて委嘱についての提案につい

て、御確認とともに御意見があれば、お願いします。 

 

（委員） （意見なし） 

 

（議長） 

よろしいでしょうか。後ほど、三芳町さん、富士見市さん、ふじみ野市

から委員の推薦をいただき、会長にご一任をいただきまして委嘱状を交付

させていただきたいと思います。 

それでは、決をとります。協議４ 第１０採択地区専門員・事務担当

者の委嘱については、原案のとおり決定してよろしいでしょうか。賛成

の方は挙手をお願いします。 

 

（委員） （全員挙手） 

 

（議長) 

賛成総員と認め、原案の通り承認されました。案の字を消してくださ

い。 
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（５）協議５ 

  第１０採択地区協

議会予算について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）協議６ 

  今後の教科用図書

採択に係る日程につ

いて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（議長） 

次に、協議５に入ります。第１０採択地区協議会予算について協議しま

す。事務局から提案をお願いします。 

 

（事務局） 

 資料９ページをご覧ください。協議５ 第１０採択地区協議会予算でご

ざいます。収入の部について、要綱の第１１条に基づき、各市町から負担

金として、１万５千円ずつ拠出いただき、４万５千円を計上しておりま

す。また、前回までの繰越金が２万５８３７円ありましたので、これを

繰越金として計上させていただいております。合計７万０８３７円を

収入の部に計上しております。 

支出につきましては、会議費、消耗品購入のための需用費、通信運搬

費、予備費などの支出を予定しております。提案は以上でございます。 

 

（議長） 

協議５、第１０採択地区協議会予算について、何か質問等があればお願

いします。 

 

（委員） （質問等なし） 

 

（議長） 

よろしいでしょうか。それでは、決をとります。協議５ 第１０採択地

区協議会予算については、原案のとおり決定してよろしいでしょうか。賛

成の方は挙手をお願いします。 

 

（委員） （全員挙手） 

 

（議長) 

賛成総員と認め、原案の通り承認されました。案の字を消してくださ

い。 

 

 

（議長） 

続きまして協議６ 今後の教科用図書採択に関わる日程について協議し

ます。事務局から提案をお願いします。 

 

（事務局） 

資料１０ページ、協議６ 今後の教科用図書採択に関わる日程について

でございます。本日が４月２３日で表の一番上にございます。 

第２回第１０採択地区協議会が行われるまでに、専門員の調査研究、教

科書展示会、学校ごとの研究がございます。 

専門員会の実施日等は、教科書調査・研究における静謐（せいひつ）な

環境を保つ観点から、空欄とさせて頂いております。専門員会の日程につ

きましては、調整後改めて送付させて頂きます。 

また、教科書展示会でございますが、第１０採択地区内では、三芳町
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（７）協議７ 

  教科用図書の選定

の方法について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役場におきまして、６月２０日から７月８日にかけて１４日間の開催を

予定しております。 

その後、第２回第１０採択地区協議会、第３回第１０採択地区協議会を

予定しております。第２回第１０採択地区協議会は７月１７日に、第３回

第１０採択地区協議会は７月３０日に予定しております。 

第２回第１０採択地区協議会では、専門員長から教科書の調査結果を

報告していただきます。その際、出された質問に対して、専門員長から

回答をしていただきます。 

第３回第１０採択地区協議会では教科書の選定を行います。 

８月上旬までに各市町教育委員会議において、義務教育諸学校の教科

用図書の無償措置に関する法律第１３条５項に基づき、第３回第１０採

択地区協議会の結果を承認していただき、結果について事務局に報告を

お願いします。以上、提案させていただきます。 

 

（議長） 

協議６の今後の日程についてご質問等があれば、お願いします。 

 

（委員） （質問等なし） 

 

（議長） 

よろしいでしょうか。それでは、決をとらせていただきます。協議６ 

第１０採択地区協議会に関わる日程については、原案のとおりでよろしい

でしょうか。賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（委員） （全員挙手） 

 

（議長) 

ありがとうございます。賛成総員と認め、原案は承認されましたので、

案の字を消してください。 

 

 

（議長） 

続いて協議７ 教科用図書選定の方法について協議します。事務局より

提案をお願いします。 

 

（事務局） 

資料１１ページ、教科用図書の選定方法についてでございます。要綱

第８条に係る内容となっております。教科書の選定方法につきまして

は、教科書選定用紙といたしまして、使用するものを資料にのせてござ

います。第２回第１０採択地区協議会で専門員長が、教科用図書の調査

研究結果の報告発表を行い、第３回第１０採択地区協議会で、委員の皆

様に１者を選定していただきます。その際、各委員の皆様が相応しいと

思われる教科書につきまして、選定用紙の左側の「選定」欄に○印を記

入していただき投票する形式です。 

以上が提案でございます。 
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（８）協議８ 

  専門員の調査研究

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（議長） 

それでは、選定方法、用紙も含めましてご質問等があれば、お願いしま

す。 

 

（委員） （質問等なし） 

 

（議長） 

よろしいでしょうか。それでは、決をとらせていただきます。協議７ 

教科用図書の選定の方法については、原案のとおりでよろしいでしょう

か。賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（委員） （全員挙手） 

 

（議長) 

ありがとうございます。賛成総員と認め、原案は承認されました。案の

字を消してください。 

 

 

（議長） 

続いて、協議８ 専門員の調査研究について協議します。事務局より提

案をお願いします。   

 

（事務局） 

それでは、資料１２ページ、協議８ 専門員の調査研究についてをご

覧ください。第１０採択地区専門員による調査研究資料作成についての説

明でございます。県の調査研究資料は網羅的に行われるもので、全体像が

分かるように作られているのに対し、第１０採択地区専門員には地区で設

定した観点をもとに焦点を絞った資料の作成をお願いいたします。それぞ

れの種目について観点を２、３個設定し、工夫されている点、良い点につ

いて〇を、改善が必要な点、工夫を求めたい点については△の記号を付

し、その内容を記述していただきます。１３ページに資料の例を示させて

いただきました。なお、検定済みの教科書に対する調査結果については、

委員の皆様に誤った印象を持たれないように表現に留意するよう、専門員

にお伝えいたします。以上でございます。 

 

（議長） 

特にこれは事務局にお願いしたいと思いますが、ここで協議をされる教

科書はすべて文部科学省の方の検定を経ている教科書でございます。いわ

ゆる不適切な内容等は一切ない。その中で、２市１町の子供たちに対して

一番適切なものを選んでいただくということで、ここでの調査の表現が委

員の皆様に間違った印象を持たれることがないよう、適切な表現になるよ

う、専門員及び専門員長にご指導をお願いしたいと思います。 

ただいま３市町の専門員による調査資料についての説明がありました。

これについて、何かご質問はございますでしょうか。 
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（９）協議９ 

  学校における研究

結果の聴取について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（委員） （質問なし） 

 

（議長） 

よろしいでしょうか。それでは、決をとらせていただきます。協議８ 

専門員の調査研究については、原案のとおりでよろしいでしょうか。挙手

をお願いします。 

 

（委員） （全員挙手） 

 

（議長） 

ありがとうございます。賛成総員と認め、原案は承認されました。 

それでは、案の字を消してください。 

 

 

（議長） 

続いて、協議９ 学校における研究結果の聴取について協議します。事

務局より提案をお願いします。   

 

（事務局） 

資料１４ページ、協議９ 学校における研究結果の聴取をご覧くださ

い。教科書展示会において、各小中学校の教職員に、それぞれの教科書の

調査研究をしていただく用紙でございます。各学校から出された意見につ

きましては、各市町で集計または集約し、事務局まで報告していただきま

す。それを事務局で取りまとめて、次回の協議会の資料とするものです。

以上でございます。 

 

（議長） 

３市町の研究結果について、提出を受け、選定の際の参考資料とする、

という説明がありました。あくまでも学校の研究結果につきましては、選

定の際の参考資料ということでございます。「選定の際の参考」というと

ころをしっかり踏まえていただきながら、選定の協議に入っていただけれ

ばと思います。これについて、何かご質問はございますでしょうか。 

 

（委員） （質問なし） 

 

（議長） 

よろしいでしょうか。それでは、決をとらせていただきます。協議９ 

学校における研究結果の聴取については、原案のとおりでよろしいでしょ

うか。挙手をお願いいたします。 

 

（委員） （全員挙手） 

 

（議長） 

ありがとうございます。賛成総員と認め、原案は承認されました。 
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（10）協議１０ 

  保護者等の意見・

感想等の聴取につい

て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（11）協議１１ 

  教科書採択の公正

性・透明性を高めるた

めの関係者への留意事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは、案の字を消してください。 

 

 

（議長） 

続いて協議１０ 保護者等の意見・感想の聴取について、事務局より提

案をお願いします。 

 

（事務局） 

資料１５ページ、協議１０ 保護者等の意見・感想の聴取についてでご

ざいます。資料は教科書展示会場に設置するアンケートでございます。教

科書展示会にいらした保護者、地域の方のご意見を事務局にて集約し、次

回の協議会の資料といたします。以上でございます。 

 

（議長） 

協議１０につきまして、何か質問はございますでしょうか。 

 

（委員） （質問なし） 

 

（議長） 

よろしいでしょうか。それでは決をとらせていただきます。協議１０ 

保護者等の意見・感想等の聴取については、原案のとおりでよろしいでし

ょうか。挙手をお願いします。 

 

（委員） （全員挙手） 

 

（議長） 

賛成総員と認め、原案は承認されましたので、案の字を消してくださ

い。 

 

 

（議長） 

続いて協議１１ 教科書採択の公正性・透明性を高めるための関係者へ

の留意事項を、私よりお話をさせていただきたいと思います。 

 この採択につきましては、採択委員の皆様のほか、ここにいる事務局、

そして選定をする専門員も含めて全員が公正性、それから透明性という観

点に沿ってこの職務に当たる必要があろうかと思います。 

もちろん、教科書につきましては。教科書の研究ということで、これま

での現職の教員が教科書の執筆に携わるなど、これはそれぞれの教科書の

質をさらに高めていくということで、重要な職務の一環でもあろうかと思

っています。 

しかしながら、今回の教科書の選定に関わることについてはやはり公正

性・透明性を高めるために一定の距離をとる、そういうものに関わらない

ということが原則であろうと思いますので、ここにおいでの委員の皆様の

御了解のもと、今回の選定に関わる専門員も含めてこれら教科書採択の公

正性・透明性を高めるための留意をしていただきたいと思っております
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その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 諸連絡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 閉 会 

 

が、皆様のご意見はいかがでしょうか。 

 

（委員） （意見なし） 

 

（議長） 

よろしいでしょうか。それでは、ご了解をいただきましたので、これら

の留意事項につきまして、関係者への周知徹底をお願いいたします。 

 

（議長） 

事務局から、その他の協議事項はありますか。 

 

(事務局） 

特にございません。 

 

（議長） 

特にないようですので、以上をもちまして、議長の任を解かさせていた

だきます。慎重なご審議ありがとうございました。 

  

（司会） 

続きまして、諸連絡に移ります。事務局よりお願いします。 

 

（事務局） 

連絡事項を２点お伝えします。 

１点目は、今後担当者に各市町の負担金の振込依頼文書を配布させてい

ただきます。 

２点目でございますが教科書展示会は、第１０採択地区では三芳町役場

を会場として行います。各市町で周知をお願いします。 

 

（司会） 

以上をもちまして、第１回第１０採択地区協議会を閉会します。皆様、

会議のご協力ありがとうございました。 

 


